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参照先：国民生活センターＨＰ：http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20190222_1.pdf

『地方裁判所管理局』と名乗る機関からはがきが届いた。はがきには、『特定消費料金未納
に関する訴訟最終告知のお知らせ』と書かれ、桐花紋が印刷されていた。事前の連絡なく
はがきで裁判所から通知が来るのはおかしいと思うが、どうしたらいいか。

〇 「地方裁判所」と名乗っていますが、裁判所とは一切関係はありません。裁判所

の名称を不正に使用しています。

〇 桐花紋のような紋章が印刷されていますが、公的機関からの請求ではありません。

〇 正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封

書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、はがきで郵便受けに入れてお

くことはありません。

〇 困ったときは、お住まいの地域の消費生活相談窓口又は山口県消費生活セン

ターに相談してください。



注意情報

〇ウェブページを閲覧中、突然「会員
登録されました」という画面が表示さ
れた。

〇画面には、「誤って登録された方
は２４時間以内にお客様センターへ
連絡するように」と記載がある。
どうしたらいいか。

相談事例 どうすればいいの？

〇典型的なワンクリック請求の手口
なので、無視してください。
〇画面に表示されている連絡先に
は電話しないでください。

◎困ったときは、消費生活センター
や警察署に相談ください。

参照先：山口県警「防犯情報」

消費者ホットライン「１８８」 ご案内の流れ

郵便番号が分かる 1

郵便番号が分からない 2

○郵便番号（7桁）入力

○固定電話の場合は地域を
選択。携帯の場合は最寄りの窓口へ

お住まいの市町の

消費生活センターや相談窓口

山口県消費生活センターなど

又はを押す

お知らせ

山口県消費生活センターでは、県内の公民館や学校などで行われる学
習会や会合に、無料で消費者講座の講師を派遣します。

講師の派遣を希望される場合は「講師派遣申請書」をダウンロードして、
郵送・ＦＡＸ・メール等でお申し込みください。

申込日により派遣できないことがありますので、
申請はお早めにお願いします。
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お知らせ

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。


